
平
成
二
十
年
十
月
十
四
日
受
領

答

弁

第

七

一

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
七
一
号

平
成
二
十
年
十
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
和
田
�
志
君
提
出
短
期
在
留
外
国
人
の
厚
生
年
金
脱
退
一
時
金
支
給
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
和
田
�
志
君
提
出
短
期
在
留
外
国
人
の
厚
生
年
金
脱
退
一
時
金
支
給
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

脱
退
一
時
金
制
度
が
施
行
さ
れ
た
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
の
脱
退
一
時
金

の
支
払
総
額
は
、
約
八
百
六
十
七
億
円
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
支
払
い
請
求
件
数
」
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
と
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て
同
一
の
脱
退
一
時
金
裁
定
請
求

書
を
用
い
て
お
り
、
両
者
を
分
け
て
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
制
度
適
用
可
能
な
加
入
件
数
」
、
「
請
求
さ
れ
な
い
ま
ま
未
払
い
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
脱
退
一
時

金
の
総
額
と
件
数
」
、
「
外
国
人
労
働
者
が
国
民
年
金
に
移
行
し
た
と
認
め
ら
れ
る
件
数
」
及
び
「
未
払
い
の
脱
退
一
時
金

の
総
額
と
処
理
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
記
録
と
し
て
日
本
国
籍
の
有
無
を
把
握
す
る
こ
と
と
し

て
い
な
い
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

脱
退
一
時
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
日
本
を
出
国
後
、
社
会
保
険
庁
長
官
に
、
年
金
手
帳
、
日
本
を
出
国
し
た
年

一



月
日
を
確
認
で
き
る
旅
券
の
写
し
及
び
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
、
脱
退

一
時
金
裁
定
請
求
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
の
脱
退
一
時
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
七
か
国
語
で
作
成
し
た
外
国
人
労
働
者
の
社
会
保
険
の
加
入
に
関
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
、
日
本
を
出
国
後
に
脱
退
一
時
金
を
請
求
で
き
る
こ
と
等
を
説
明
し
て
い
る
ほ
か
、
そ
の
説
明

内
容
を
脱
退
一
時
金
裁
定
請
求
書
と
と
も
に
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
社
会
保
険
事
務

局
又
は
社
会
保
険
事
務
所
が
、
当
該
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
て
、
事
業
所
調
査
の
際
な
ど
に
、
事
業
主
及
び
加
入
者
に
対

し
て
周
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
の
脱
退
一
時
金
の
請
求
手
続
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
事
務
所
や
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
脱
退

一
時
金
裁
定
請
求
書
を
入
手
し
、
そ
れ
に
氏
名
や
住
所
等
の
基
本
的
な
事
項
を
記
入
し
て
、
社
会
保
険
庁
長
官
に
年
金
手
帳

等
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
で
完
了
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
請
求
手
続
は
、
比
較
的
利
用
し
や
す
い
簡
便
な
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

二



ま
た
、
厚
生
年
金
保
険
の
脱
退
一
時
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
必
要
な

周
知
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


